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大気汚染防止法 大気汚染防止法施行令 大気汚染防止法施行規則 

（定義等） 

第二条 

２ この法律において「ばい煙発生施設」とは、工

場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生

し、及び排出するもののうち、その施設から排出

されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので

政令で定めるものをいう。 

（ばい煙発生施設） 

第二条 法第二条第二項の政令で定める施設は、別

表第一の中欄に掲げる施設であつて、その規模が

それぞれ同表の下欄に該当するものとする。 

 

別表第一 

 
 

一 ボイラー（熱

風ボイラーを

含み、熱源と

して電気又は

廃熱のみを使

用するものを

除く。） 

環境省令で定めるところ

により算定した伝熱面積

（以下単に「伝熱面積」と

いう。）が一〇平方メート

ル以上であるか、又はバ

ーナーの燃料の燃焼能力

が重油換算一時間当たり

五〇リットル以上である

こと。 

（伝熱面積） 

第二条 令別表第一の一の項の下欄に掲げる伝熱

面積の算定方法は、日本産業規格 B 八二〇一及び

B 八二〇三の伝熱面積の項で定めるところによ

る。 

（ばい煙量等の測定） 

第十六条 ばい煙排出者は、環境省令で定めるとこ

ろにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又

はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、これ

を保存しなければならない。 

 （ばい煙量等の測定） 

第十五条 法第十六条の規定によるばい煙量又は

ばい煙濃度の測定は、法第三条第一項若しくは第

三項の排出基準又は法第五条の二第一項若しく

は第三項の総量規制基準が定められたばい煙を

対象とし、次の各号に定めるところにより行うも

のとする。 

一 硫黄酸化物に係るばい煙量の測定は、ばい煙

発生施設において発生し、排出口から大気中に

排出されるばい煙量が、温度が零度であつて、

圧力が一気圧の状態に換算して毎時十立方メ

ートル以上のばい煙発生施設について、別表第

一の備考に掲げる硫黄酸化物に係るばい煙量

の測定法により、二月を超えない作業期間ごと

に一回以上（ばい煙発生施設において発生し、



排出口から大気中に排出されるばい煙量が、環

境大臣が定める量以上のばい煙発生施設（特定

工場等に設置されているものに限る。）に係る

測定については、常時）行うこと。 

二 ばいじんに係るばい煙濃度の測定は、別表第

二の備考に掲げる測定法により、イからハまで

に掲げるばい煙発生施設ごとにそれぞれイか

らハまでに掲げる頻度で行うこと。 

イ 別表第二の一の項、五六の項及び五八の項

に掲げるばい煙発生施設並びに同表の七の

項に掲げるガス発生炉のうち、水蒸気改質方

式の改質器であつて、温度零度及び圧力一気

圧の下における水素の製造能力が毎時一、〇

〇〇立方メートル未満の施設（気体状の燃料

及び原料のみを使用するものに限る。）及び

燃料電池用改質器 五年に一回以上 

ロ ばい煙発生施設において発生し、排出口か

ら大気中に排出される排出ガス量が毎時四

万立方メートル未満のばい煙発生施設（イに

掲げるばい煙発生施設及び別表第二の三六

の項に掲げる廃棄物焼却炉を除く。）及び同

項に掲げる廃棄物焼却炉のうち焼却能力が

一時間当たり四、〇〇〇キログラム未満のも

の 年二回以上（一年間につき継続して休止

する期間（前年から引き続き休止し、かつ、

その期間のうち前年に属する期間が六月未

満である場合は、当該前年に属する期間を含

む。）が六月以上のばい煙発生施設に係る測

定については、年一回以上） 

ハ イ又はロに掲げるばい煙発生施設以外の

ばい煙発生施設 二月を超えない作業期間

ごとに一回以上 

三 令第一条第一号から第四号までに掲げる有

害物質に係るばい煙濃度の測定は、別表第三の

備考に掲げる測定法により、二月を超えない作

業期間ごとに一回以上（ばい煙発生施設におい

て発生し、排出口から大気中に排出される排出



ガス量が毎時四万立方メートル未満のばい煙

発生施設に係る測定については、年二回以上

（一年間につき継続して休止する期間（前年か

ら引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年

に属する期間が六月未満である場合は、当該前

年に属する期間を含む。）が六月以上のばい煙

発生施設に係る測定については、年一回以上））

行うこと。 

四 窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定は、別表

第三の二の備考に掲げる測定法（ニに掲げるば

い煙発生施設に係る測定については、当該測定

法又は環境大臣が定める測定法）により、イか

らニまでに掲げるばい煙発生施設ごとにそれ

ぞれイからニまでに掲げる頻度で行うこと。た

だし、特定工場等に設置されているばい煙発生

施設に係る測定については、当該特定工場等に

おける排出ガス系統が排出口において集中さ

れている場合等であつて環境大臣が定める場

合にあつては、環境大臣が定めるところにより

行うことができる。 

イ 別表第三の二の四の項に掲げる施設のう

ち、水蒸気改質方式の改質器であつて、温度

零度及び圧力一気圧の下における水素の製

造能力が毎時一、〇〇〇立方メートル未満の

施設（気体状の燃料及び原料のみを使用する

ものに限る。）及び燃料電池用改質器 五年

に一回以上 

ロ ばい煙発生施設において発生し、排出口か

ら大気中に排出される排出ガス量が毎時四

万立方メートル未満のばい煙発生施設（イに

掲げるばい煙発生施設を除く。） 年二回以

上（一年間につき継続して休止する期間（前

年から引き続き休止し、かつ、その期間のう

ち前年に属する期間が六月未満である場合

は、当該前年に属する期間を含む。）が六月

以上のばい煙発生施設に係る測定について

は、年一回以上） 



ハ イ、ロ又はニに掲げるばい煙発生施設以外

のばい煙発生施設 二月を超えない作業期

間ごとに一回以上 

ニ ばい煙発生施設において発生し、排出口か

ら大気中に排出される排出ガス量が毎時四

万立方メートル以上のばい煙発生施設（特定

工場等に設置されているものに限り、イに掲

げるばい煙発生施設を除く。） 常時 

２ 法第十六条の規定によるばい煙量又はばい煙

濃度の測定結果の記録は、次の各号に定めるとこ

ろにより行うものとする。 

一 前項各号の測定（第一号及び第四号の常時の

測定を除く。）の結果は、様式第七によるばい煙

量等測定記録表により記録し、その記録を三年

間保存すること。ただし、計量法（平成四年法

律第五十一号）第百七条の登録を受けた者から

当該測定に係る測定者の氏名、測定年月日、測

定箇所、測定方法及びばい煙濃度の測定結果に

ついて証明する旨を記載した同法第百十条の

二の証明書の交付を受けた場合には、当該証明

書の記載をもつて、様式第七によるばい煙量等

測定記録表の記録に代えることができる。 

二 前項第一号及び第四号の常時の測定の結果

は、測定年月日、測定箇所、測定方法及びばい

煙発生施設の使用状況を明らかにして記録し、

その記録を三年間保存すること。 

（事故時の措置） 

第十七条  ばい煙発生施設を設置している者又は

物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生す

る物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る

被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定

めるもの（以下「特定物質」という。）を発生する

施設（ばい煙発生施設を除く。以下「特定施設」

という。）を工場若しくは事業場に設置している

者は、ばい煙発生施設又は特定施設について故

障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は特定

物質が大気中に多量に排出されたときは、直ち

  



に、その事故について応急の措置を講じ、かつ、

その事故を速やかに復旧するように努めなけれ

ばならない。 

２ 前項の場合においては、同項に規定する者は、

直ちに、その事故の状況を都道府県知事に通報し

なければならない。ただし、石油コンビナート等

災害防止法（昭和五十年法律第八十四号）第二十

三条第一項の規定による通報をした場合は、この

限りでない。 

３ 都道府県知事は、第一項に規定する事故が発生

した場合において、当該事故に係る工場又は事業

場の周辺の区域における人の健康が損なわれ、又

は損なわれるおそれがあると認めるときは、その

事故に係る同項に規定する者に対し、その事故の

拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべ

きことを命ずることができる。 

（事業者の責務） 

第十七条の二 事業者は、この章に規定するばい煙

の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活

動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握

するとともに、当該排出を抑制するために必要な

措置を講ずるようにしなければならない。 

  

（報告及び検査） 

第二十六条 環境大臣又は都道府県知事は、この法

律の施行に必要な限度において、政令で定めると

ころにより、ばい煙発生施設を設置している者、

特定施設を工場若しくは事業場に設置している

者、揮発性有機化合物排出施設を設置している

者、一般粉じん発生施設を設置している者、特定

粉じん排出者若しくは解体等工事の発注者若し

くは受注者、自主施工者若しくは特定工事を施工

する者に対し、ばい煙発生施設の状況、特定施設

の事故の状況、揮発性有機化合物排出施設の状

況、一般粉じん発生施設の状況、特定粉じん発生

施設の状況、解体等工事に係る建築物等の状況、

特定粉じん排出等作業の状況その他必要な事項

の報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設

（報告及び検査） 

第十二条 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十

六条第一項の規定により、ばい煙発生施設を設置

している者に対し、ばい煙発生施設の使用の方

法、ばい煙の処理の方法、ばい煙量及びばい煙濃

度、法第六条第二項の環境省令で定める事項並び

にばい煙発生施設の事故の状況及び事故時の措

置について報告を求めることができる。この場合

において、法第二十七条第一項に規定するばい煙

発生施設において発生するばい煙を排出する者

に対しては、法第十四条第一項若しくは第三項、

第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第

一項若しくは第二項、第二十三条第二項又は第二

十七条第三項の規定による権限の行使に関し必

要と認められる場合に行うものとする。 

 



を設置している者、特定施設を工場若しくは事業

場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設

を設置している者、一般粉じん発生施設を設置し

ている者若しくは特定粉じん排出者の工場若し

くは事業場若しくは解体等工事に係る建築物等

若しくは解体等工事の現場に立ち入り、ばい煙発

生施設、ばい煙処理施設、特定施設、揮発性有機

化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じ

ん発生施設、解体等工事に係る建築物等その他の

物件を検査させることができる。 

２ 環境大臣又は都道府県知事は、第二十六条第一

項の規定により、その職員に、ばい煙発生施設を

設置している者の工場又は事業場に立ち入り、ば

い煙発生施設及びばい煙処理施設並びにこれら

の関連施設、ばい煙発生施設に使用する燃料及び

原料並びに関係帳簿書類を検査させることがで

きる。この場合において、法第二十七条第一項に

規定するばい煙発生施設において発生するばい

煙を排出する者に対しては、法第十四条第一項若

しくは第三項、第十五条第一項若しくは第二項、

第十五条の二第一項若しくは第二項、第二十三条

第二項又は第二十七条第三項の規定による権限

の行使に関し必要と認められる場合に、ばい煙発

生施設、ばい煙処理施設、ばい煙発生施設に使用

する燃料、原料及び関係帳簿書類について行うも

のとする。 

３ 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第

一項の規定により、特定施設を工場若しくは事業

場に設置している者（法第二十七条第一項に規定

する特定施設を設置している者を除く。以下この

項において同じ。）に対し、特定施設の事故の状況

及び事故時の措置について報告を求め、又はその

職員に、特定施設を工場若しくは事業場に設置し

ている者の工場若しくは事業場に立ち入り、特定

施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検

査させることができる。 

 


